
出生届を提出された方へ

出生届に関する手続は下記のとおりです。該当する項目は、平日の開庁時間内に早めに手続をしてください。
ご不明な点は、担当窓口へ直接お問い合わせください。

◎戸籍謄本は本籍地以外でも取得できますが、届出後から届出の内容が反映された戸籍が発行できるようになるには日数がかかりま
す。
◎那須塩原市以外に住民登録をする場合には、届出後から住所地で住民票が出来上がるまでに約１週間程度かかります。
◎住民票、戸籍証明書等を請求する際は、運転免許証などの本人確認ができるものをお持ちください。

手続項目 手続内容 必要な書類等 担当窓口

□ 母子健康手帳の出
生届出済証明

母子健康手帳に出生届が提出されたことを証明
します。お時間のある時に戸籍係窓口までお越
しください。

□母子健康手帳
市民課
戸籍係
62-7133

□ マイナンバー特急
発行

出生届と同時にマイナンバーカードを申請する
と、特急発行できます。
(申請は届出から1週間以内に行ってください。)
ご希望の方は、出生届の提出時にお申し出くだ
さい。

□母子健康手帳
市民課
市民係
62-7132

□ こども医療費助成
申請が必要です。受給資格の登録手続きを行
い、受給資格者証の交付を受けます。

□ 本人確認書類（運転免許証、マイナン
バーカード等）
□ お子さんが加入予定（または加入中）
の健康保険の資格が確認できるもの
□ 通帳（保護者名義のもの）

子育て支援課 
給付係
46-5533 

□ 児童手当

申請が必要です（出生の翌日から数えて15日以
内に行ってください。遅れると受給できない月が
発生する場合があります）。公務員の方は勤務
先での申請となります。

□ 本人確認書類（運転免許証、マイナン
バーカード等）
□ 健康保険の資格が確認できるもの（父
母のうち所得の多い方）
□ 通帳（父母のうち所得の多い方）
□ マイナンバーがわかるもの（父母及び
大学生相当年代の子）

□ 出産育児一時金

健康保険に加入している方は、出産育児一時金
が支給されます。原則として、健康保険から医療
機関に直接支払われます（直接支払制度）。直
接支払制度を利用しない場合は、健康保険から
受け取ることも可能です。

申請方法など詳しくは、現在加入されて
いる健康保険組合、全国健康保険協会、
市町村（国民健康保険）、国保組合、共
済組合へお問い合わせください。

国保年金課
国保年金係
62-7129 

□
国民年金保険料の
産前産後期間の免
除制度

届出をすることで、出産（予定）月の前月から4カ
月間（多胎妊娠は3か月前から6か月間）の国民
年金保険料が免除されます。
届出時期は出産予定日の6か月前からです。

□ 本人確認書類（運転免許証、マイナン
バーカード等）
□ 母子健康手帳 

国保年金課
国保年金係
62-7129 

□ 国民健康保険税の
産前産後免除制度

令和5年11月1日以降に出産した際、一定期間
の国民健康保険税が免除されます。

詳しく窓口にお問い合わせください。

課税課
国民健康保険税
係 
62-7120 

□ 未熟児養育医療
未熟児で生まれた赤ちゃんが、指定の医療機関
で入院・治療が必要と認められた場合、治療に
必要な医療費を公費で一部負担する制度です。

詳細は窓口にお問い合わせください。
子育て相談課 
母子保健係 
38-1356 

□ 子育て応援券 有料の子育て支援サービス等に使用できる「那
須塩原市子育て応援券」が交付されます。

□ 本人確認書類（運転免許証、マイナン
バーカード等）

子育て支援課
給付係
62-7042 

□ ごみ袋支給
おむつ処理などでごみ袋が使用される2歳未満
の乳幼児のいる世帯に対し、1回限り、月齢に応
じてごみ袋が支給されます。

□ 本人確認書類（運転免許証、マイナン
バーカード等）

子育て支援課
給付係
62-7042
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